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研究要旨  

本研究では、今後の日本における NDB の利活用の在り方に関する議論の一助とす

ることを目的に、海外における保健医療ビッグデータの利活用の動向について情報

収集を行い、それら対する相対的な評価を行った。アメリカ（CME, ResDAC）、イ

ギリス（CPRD）、フランス（CNAMTS）、台湾（衛生福利部）におけるデータの二

次利用について調査を行ったが、いずれの事例においても、多数の提供依頼申出に

対してデータの提供が行われていることが明らかにされたとともに、一定以上の人

員を確保して利用者の支援を充実させている事例が認められた。日本においても、

今後さらにレセプトデータの第三者提供、およびそれを支援する体制が拡充される

ことが期待される。 

A. 研究目的  

レセプト情報等データベース（NDB）

の利活用の推進は、2011 年に第三者提

供が開始されて以降、これまで様々な場

面で重要な課題として議論されている

1。社会医療診療行為別調査など、政府統

計の作成においても NDB データが利用

される事例も出現してきており、当事業

で主に取り上げている患者調査のみら

ず、他の機関統計においても今後なお一

層の NDB の活用が期待されているとこ

ろである。一方、NDB の利用件数自体

は年々増加してきているところであり

2、今後は単に利用件数の拡大のみの議論

にとどまらず、利活用の内容やその質、

更には提供支援体制等について幅広い議

論が行われていくことになると思われ

る。しかし、日本において NDB のよう

な大規模な保健医療ビッグデータの利活

用が一定の歴史ならびに実例をもって行

われている事例は、現時点ではほかにみ

られない。したがって、データ利活用の
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質の拡充と言ったところで、どの程度の

水準の拡充が可能であるのか、あるいは

目標とすべきなのか、を議論することが

難しいのが現状である。 

こうした背景を踏まえ、本研究では海

外における保健医療ビッグデータの利活

用の動向について情報収集を行い、それ

らを相対的に評価することで、今後の日

本における NDB の利活用の在り方に関

する議論の一助とすることを目指すもの

である。 

 

B. 研究方法 

NDB はレセプト情報、ならびに特定

健診・特定保健指導情報より構成される

データベースである。いずれの情報もデ

ーベースにおける重要な構成要素である

が、当事業の目的である「患者調査にお

いて、NDB データの利用可能性につい

ての評価」を行うにあたり、NDB デー

タにおいて重要となるのはレセプトデー

タである。そこで、今回は海外において

レセプトデータを研究者をはじめとする

第三者への提供事業を行っている事例を

対象に調査を実施した。具体的には以下

の 4 ヶ国、合計 5 機関を対象として選定

し、訪問によるインタビュー調査を実施

した。 

 

アメリカ 

CMS (Centers for Medicare and 

Medicaid Services） 

ResDAC (Research Data Assistance 

Center) 

 

イギリス 

CPRD (Clinical Practice Research 

Datalink) 

 

フランス 

CNAMTS (L’Assurance maladie) 

 

台湾 

衛生福利部 

 

これら各機関についての説明は、「C. 研

究結果」において行うこととする。な

お、今回の調査においては各国において

実績のある事例を調査対象として選定し

ているが、これらの事例以外にも、保健

医療ビッグデータを提供する枠組みが存

在しており、それらについての情報は、

今回の調査では対象外としている。 

 

C. 研究結果 

■ アメリカ CMS 

アメリカでは、保健福祉省の傘下に、

公的医療保険であるメディケアおよびメ

ディケイドを扱う組織として CMS が設

置されている 3。この CMS において、メ

ディケアならびにメディケイドのレセプ

トデータが取り扱われており、研究者や

行政官等に対してデータ提供が行われて

いる。データ利用申出に対する審査を経

て、年間で総計 300 件～400 件程度のデ

ータ提供が行われている。近年、民間に

向けたデータ提供も行われるようになっ

たが、民間利用の場合は直接のデータ提

供は認められておらず、VPN 接続によ

るデータベースへのアクセス権限のみが
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認められている。また、民間利用におい

ては、データ提供申出においてより一層

の公益性が求められており、審査もそれ

に基づいて行われている。 

データ提供料はデータの年限や対象、

ならびにコホートの規模に応じるが、非

常に大量かつ詳細なデータを長年分にわ

たり入手しようとすると、時に 100 万ド

ルを超えることがある。データ提供を受

けた場合には、後述する ResDAC によ

る、データ利用に際しての各種支援を無

償で受けることが可能となる。なお、研

究者向けの支援活動は ResDAC にほぼ委

ねられており、CMS は ResDAC の管理

ならびにレセプトデータの管理・運用業

務に専念する体制となっている。 

 

■ アメリカ ResDAC 

ResDAC は、ミネソタ大学公衆衛生学

部医療政策・管理学科（the School of 

Public Health, Division of Health Policdy 

and management, University of 

Minnesota）に置かれた NPO 組織であ

り、CMS の契約事業者として、レセプ

トデータの利活用を支援する業務に専念

している 4。15 名を超えるスタッフを擁

しており、レセプトデータの利用を希望

する者に対し、申出書の作成支援といっ

た事務処理支援から、研究目的に即して

に適切なデータ利用のアドバイスといっ

た学術支援まで、幅広く対応している。

また、こうした個別研究に対する支援に

とどまらず、CMS のレセプトデータの

利用方法を関連学会で講演するなど、幅

広い教育支援活動も行っている。 

 

■ イギリス CPRD  

CPRD は、イギリス保健省の傘下にあ

る医薬品・医療製品規制庁（Medicines 

and Healthcare Products Regulatory 

Agancy, MHRA）内の一部門であり、イ

ギリスの総合内科医から集めた臨床デー

タに、がん登録情報や社会経済的地位情

報等も含めて連結させ、世界中の公衆衛

生領域の研究者に対し、データ提供を行

っている 5。データ提供件数は、共同研

究等、データ提供と位置付けられるかど

うかが不明瞭な事例があるため正確な数

値を示すのが難しいながらも、1 年間で

200 本以上、これまでの累積で 1,800 本

以上の査読付き学術論文が CPRD のデ

ータを元データとして刊行されているこ

とから、これまでに相当数の事例でデー

タ提供が行われてことと想定される。 

今回調査した 4 か国、5 事例のなか

で、CPRD の場合だけはレセプトデータ

ではなく総合内科医から提出された臨床

データが主体となっている。このため、

イギリスの全人口約 6,500 万人に対して

データがカバーしているのは約 2,000 万

人強にとどまっており、悉皆性は高いと

はいえない。しかし、CPRD は継続的に

総合内科医に働き掛けてカバー人口を拡

大する試みを継続するとともに、

ResDAC が担っていたような研究者支援

の機能も CPRD において担っており、

データの質およびデータ利用環境の向上

への取り組みを続けている。 

 

■ フランス CNAMTS  
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CNAMTS はフランスにおける被用者

およびその家族をカバーする全国被用者

疾病保険金庫であり、レセプトデータを

核として徐々にデータベースを拡充さ

せ、現在に至っている。CNAMTS にお

けるデータベース構築は 1999 年より開

始されているとともに、総人口の約 86%

分の保険診療情報をカバーしている 6。

1/100 サンプルデータなど、利用者が使

用しやすい様々なデータマートが用意さ

れている。近年、民間の利用に対しても

門戸を開くようになったが、提供依頼申

出に対しては、公益性の観点からより厳

格な審査が行われる。特段の利用料金は

発生しないものの、データ提供を受ける

ためには CNAMTS が提供する利用者向

け講習を受講する必要があり、この講習

の全て受講する際には 3,000 ユーロの受

講料を利用者は支払わなければならな

い。また、現在データ利用の有料化につ

いて検討がなされているところである。 

 

■ 台湾 衛生福利部  

台湾では、研究者等が利用するレセプ

トデータは日本の厚生労働省に相当する

衛生福利部（Ministry of Health and 

Welfare）によって管理されている 7。台

湾では、レセプトデータを利用する際に

は、利用者は衛生福利部等に設置されて

いるオンサイトセンターに行って操作を

行うこととなる。2011 年以降これまで

1,000 事例以上に対しデータ利用が認め

られている。データの提供依頼申出を行

う際には倫理審査委員会の承認が必要で

あり、それをもとに、データ提供の最終

決定は衛生福利部によって行われる。民

間がデータ提供依頼申出を行うことも認

められており、審査にあたってはこれと

同じスキームが適用される。データ利用

時に発生する手数料は、アメリカのよう

に提供されるデータに対し従量的に支払

われるのではなく、データ容量に関わら

ずオンサイトの利用料として設定されて

いる。午前あるいは午後のみの利用で

750 台湾元、1 日通しての利用で 1,500

台湾元となっている。衛生福利部内にレ

セプトデータの利活用を支援するスタッ

フを 15 人擁しており、これらのスタッ

フはデータ抽出業務、データ管理業務、

利活用支援業務に割り当てられている。 

 

D. 考察 

日本のように省庁がほぼすべてを管理

していたのは台湾のみで、アメリカのよ

うにデータ管理と第三者提供とで運用組

織を明確に分ける事例や、イギリスのよ

うに省庁の傘下組織が管理している事

例、フランスのように保険者が管理する

事例と、管理体制は様々であった。ま

た、利用料については、日本と同様にデ

ータの無償利用が可能だったのはフラン

スのみで、アメリカ、イギリス、韓国、

台湾では利用料が徴取されていた。 

民間提供についてはいずれの事例にお

いても認められていたものの、アメリカ

やフランスのように、審査の過程で公益

性に則った、より厳格な審査が課される

事例が認められた。また、 データ運用

ならびに提供については、いずれの事例

においても、比較的充実した体制の下で
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行われていた 8。 

 

E. 結論 

日本におけるレセプト情報等データベ

ースの利活用の推進を検討するうえでの

参照情報を収集する目的で、アメリカ、

イギリス、フランス、台湾の事例につい

て情報収集を行い、評価・検討を行っ

た。海外でも多くの事例に対してデータ

の提供が行われていることが明らかにさ

れたとともに、一定以上の人員を確保し

て利用者の支援を充実させている事例が

認められた。日本においても、今後さら

にレセプトデータの第三者提供、および

それを支援する体制が拡充されることが

期待される。 
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